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はじめに 
 

 「国立市民の人権意識は比較的高い傾向にあるのではないか。」 

 これは、令和 6（2024）年度に市が実施した人権・平和のまちづくりに関する市民

意識調査（対象:18 歳以上の市民 3,000 人、12-14 歳の市民 500 人、15-17 歳の市

民 500 人）の結果を踏まえ、国立市人権・平和のまちづくり審議会から示された本推

進計画に関する答申の中で言及いただいた内容です。同審議会の委員の皆様には、市

民意識調査に関する審議から計画に盛り込むべき事項にについて幅広くご審議をいた

だきました。誠にありがとうございました。 

 国立市では、第一期の基本構想（昭和 51（1976）年）以降、一貫して「人間を大

切にする」をまちづくりの基本理念として掲げ市政に取り組んでまいりました。この

場をお借りし、あらためて、人権・平和のまちづくりを推進してこられた全ての方々

に感謝申し上げます。 

 人権侵害はあってはなりません。私たちは誰もが、何かしらの属性を有しています

が、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、しょうがい、疾

病、職業、年齢、被差別部落出身その他の経歴など個人の努力で容易に変更できるも

のではない属性に基づく不当な差別は決して許されるものではありません。 

 しかし私たちは、「知らない」が故に、また、誤った情報や相手との相互理解不足に

より、差別をしてしまったり、偏見を持ってしまったり、知らず知らずのうちにその

助⾧に加担してしまっていたりすることがあります。まずは、相手を知ること、相手

との対話や交流を通じて、お互いを深く理解し合うことが、混沌とした現代社会にお

いてまさに重要なことではないでしょうか。 

 国立市は、過去から脈々と受け継がれる人権・平和の精神を、平成 31（2019）年

4 月、「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」（以下「基

本条例」という。）として施行し、市民の皆様、事業者の皆様と一緒に一丸となって誰

もが安心して暮らすことのできるまちづくりを進めてまいりました。 

 今後も、基本条例に示すソーシャル・インクルージョン 

の理念の下、本推進計画を着実に実行し、人権・平和のま 

ちづくりを総合的に推進してまいります。 

令和 8（2026）年 3 月 
 

国立市⾧ 
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本推進計画で使用する略称 
 

 

「基本条例」 
 国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例（平成 31 年 4 月

1 日施行）のこと。 

 

「基本方針」 
 基本条例第 9 条に規定する、人権・平和のまちづくりの総合的な推進を図るための

基本となる方針（「国立市人権・平和のまちづくりの総合的な推進を図るための基本

方針」（令和 6（2024）年 3 月策定））のこと。 

 

「市民意識調査」 
市が令和 6 年度に市民を対象として行った人権・平和のまちづくりに関する市民意

識調査のこと。 

   対象:大人調査（18 歳以上の市民 3,000 人） 

      子ども調査（12-14 歳の子ども 500 人、15-17 歳の子ども 500 人） 

   有効回収数:大人調査 883（回収率 29.4％）、 

         子ども調査（12-14 歳）129（回収率 25.8％） 

           〃  （15-17 歳）97（回収率 19.4％） 

 調査の詳細は、市ホームページを参照。 
  https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept01/Div01/Sec03/gyomu/0373/0374/12050.html 

 

「審議会」 
 基本条例第 16 条に定める、国立市人権・平和のまちづくり審議会のこと。 
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第１章 計画の性質                     

１ 計画の理念 
本推進計画の理念については、基本方針に掲げる基本理念を踏襲しています。 

 

 

 

 

  ⇒行政による人権・平和を大切にする不断の取組が必要です。 

国内外を問わず、様々な場面において、現に社会的不平等が依然として存 

在し、人権侵害や差別が起こっています。またそれは、自身と関係のない世 

界で起きている事象ではなく、私たちのごく身近で起きていることも多く、 

誰もが意識的か否かあるいは意図的か否かに関わらず、被害・加害の両方の 

当事者性を有しています。 

だからこそ、人権について学び考え行動することが重要です（何もしなけ 

れば様々な不平等がますます助⾧される恐れがあります）。 

 

 

  ⇒ソーシャル・インクルージョンの理念の下、全ての市職員が一丸となり市⾧ 

のリーダーシップの下で人権・平和のまちづくりの推進に市民や事業者と共 

に取り組みます。 

基本条例は、国立市基本構想で掲げる「人間を大切にする」というまちづ 

くりの基本理念を人権・平和の視点から捉えなおし、ソーシャル・インクル 

ージョンの理念の下、人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちを実現する 

ことを目的としています。このような基本条例の恒久的な理念を、市、市民 

及び事業者が一丸となり、対話を重視しながら地域全体で取り組むことが重 

要です。また、基本条例第 4 条では、市⾧は、ソーシャル・インクルージョ 

ンの理念を踏まえて市の施策を推進することとしています。 

 

本推進計画に基づく取組の推進に当たっては、様々な人権課題の当事者をはじめとし

た市民、事業者、関係機関・団体等との連携・協力や対話を重視した取組を推進します。

また、人権課題に対する国内外の動向や司法判断等を注視し取組の参考とするとともに、

意識的か否か、あるいは意図的か否かに関わらず、様々な人権侵害、差別や

偏見が今もなお身近で起きており、誰もが被害・加害の両方の当事者性を有し

ていることの認識 

基本条例が示す恒久的な理念を、市職員が一丸となって地域全体で推進 
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地域の実態や個々の状況を踏まえて取り組みます。 

なお、人権・平和のまちづくりの目指す目標は、市民生活の中に人権尊重意識が文化

として根付くことであり、ソーシャル・インクルージョンの機運が市民の中から自然と

沸き起こり、誰もが安心して暮らすことのできる国立市となることにあります。この目

標を見据え、本推進計画に基づく取組を着実に実施します。 

 

 

２ 計画の位置付け 
 本推進計画は、基本条例第 10 条第 1 項に規定する、人権・平和のまちづくりを総合

的に推進するための計画です。基本条例及び基本方針が示す理念や内容を、より具体的

な計画として示したものとなります。 

 市では全ての施策の基本に人権・平和の考え方を置いており、市民及び事業者等とと

もに地域全体で人権・平和のまちづくりを推進することが重要です。本推進計画は、市

が人権施策として取り組む内容を具体的に示すとともに、市が策定する他の様々な行政

計画等を推進するに当たっての考え方の基本となるものです。 

 

 

３ 計画期間 
 本推進計画は、令和 8（2026）年度から令和 13（2031）年度までの 6 年間におい

て取り組む計画としています。 
令和 6 

(2024)年度 

令和 7 

(2025)年度 

令和 8 

(2026)年度 

令和 9 

(2027)年度 

令和 10 

(2028)年度 

令和 11 

(2029)年度 

令和 12 

(2030)年度 

令和 13 

(2031)年度 

令和 14 

(2032)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

第 5 期基本構想 

第 2 次基本計画 

人権・平和の「基本方針」 

人権・平和の「推進計画」 

次期「基本方針」 

次期 

第６期基本構想 

第３次基本計画 第１次基本計画 
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４ 計画策定の経過 
令和 5（2023）年 10 月 24 日に審議会に対して市⾧より諮問しました。審議会にお

いては計 10 回の審議が行われ、令和 7（2025）年 8 月に市⾧に対し答申されました。

その後、政策経営部市⾧室において、当該答申の内容等を踏まえた計画の検討を行い、

令和 7（2025）年 11 月に素案に対するパブリックコメントを行いました。 

 なお、本推進計画の策定に先立ち、基本条例第 9 条に規定する基本方針を令和６

（2024）年 3 月に市において策定し、令和 6（2024）年度から令和 11（2029）年度

の 6 年間の方針として位置付けています。 

 

 

５ 様々な分野の人権課題との関係 
基本方針においては、例えば女性、子ども、高齢者など分野別の人権課題に対する取

組の方向性を示したところであり、また、国（法務局）や東京都においても様々な人権

課題が示されています。具体的な取組を進めるに当たっては、それぞれの実情や課題を

丁寧に把握した上で対応していくことが重要です。 

一方で、異なる分野であっても取組の考え方や方向性は共通する部分も多く、また、

人権課題は複数の課題が複合的に交わり合い複雑化している場合もあることから、個々

の側面のみに着目するのではなく、複合差別やインターセクショナリティ※という視点

も重視した取組が重要です。このことから、本推進計画においては、それぞれの人権課

題に共通した重要な考え方・取組として示しています。 
※ 最近の女性差別撤廃委員会の勧告など国連文書において、マイノリティ女性に関連する箇所で「複合

差別／交差的な差別（multiple/intersectional forms of discrimination）」という文言が出てくる。こ

の intersectionality（交差性）とは、人種、エスニシティ、ネイション、ジェンダー、階級、セクシュア

リティなど、さまざまな差別の軸が組み合わさり、相互に作用することで独特の抑圧が生じている状況

を指す。（徐阿貴〔福岡女子大学教員〕「Intersectionality（交差性）の概念をひもとく」国際人権ひろば 

No.137(一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター、2018 年 1 月発行)８～９頁参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

（参考）基本方針で示した分野別の人権課題の項目 

 

①女性 

②子ども 

③高齢者 

④しょうがいしゃ 

⑤感染症、疾病 

⑥被差別部落出身者 

⑦外国にルーツのある人 

⑧性的指向、性自認（SOGI(Sexual Orientation and Gender Identity)） 

⑨インターネット上の誹謗中傷 

⑩災害時要配慮者 

⑪アイヌの人々 

⑫ハラスメント 

⑬犯罪被害者 

⑭刑を終えて出所した人 

⑮職業 

⑯婚外子 
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第２章 市が目指す人権・平和のまちの姿            
「人権・平和のまちづくり」について、基本条例の前文では、次のように明記してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 この前文の意味するところは、以下のとおりです。 

 

 「ソーシャル・インクルージョンの理念の下」 

   …全ての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み支え合うという

考え方の下で取り組むことを示しています。 

 「一人一人が当事者として、自ら考え主体的に行動し、」 

   …地域社会を構成しているのは「誰か」ではなく一人一人の個人であり、国立市

に関わる全ての人がその当事者です。自分自身も地域社会を構成する一人の重

要な当事者であるという意識の下、様々な意見や情報等を踏まえて自ら考える

ことが重要です。また、考えるだけに留まらず、日常生活や社会生活の中で具

体的・主体的に行動することが重要であり、学校、家庭、地域、職場など、様々

な場面における行動が求められます。 

「互いの多様性を認め合い人権を尊重することによって平和なまちを実現すること」 

   …私たちは誰一人同じではなく、一人一人に必ず違いがあります。また、その一

人一人の違いには多種多様な状況があり多様性に富んでいます。その多様性に

は上下関係や優劣関係は無く、全て等しく尊重されるべきものです。このよう

な多様性について、「自分たちとは違うから排除する」「見ない（見えない）こ

とにする」「関わらないことにする」のではなく、様々な当事者からお話を伺

ったり、対話や交流によってその違いを学んだりすることを通じて認め合うこ

とが、互いの人権を尊重することにつながります。平和なまちは、そのような

多様性尊重の積み重ねによって実現されるものです。 

 

「国立市、そして国立市に暮らす私たちは、「人権侵害を許さない」という強い意

志とソーシャル・インクルージョンの理念の下、一人一人が当事者として、自ら考

え主体的に行動し、互いの多様性を認め合い人権を尊重することによって平和なま

ちを実現すること（以下「人権・平和のまちづくり」という。）を目指して、たゆま

ぬ努力を続けることを決意し、この条例を制定する。」 
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 この「人権・平和のまちづくり」が目指す先にあるものは、まさにソーシャル・イン

クルージョンのまちです。基本方針では４つの目指す「まち」を示していますが、それ

ぞれの具体的な内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ソーシャル・インクルージョンを基本にした共生のまち 

市は、第一期の基本構想※から現在まで、一貫して「人間を大切にする」ことをま

ちづくりの根底に据え、市民とともに歴史を積み重ねてきました。それはまさに、全

ての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包め支え合うこと（ソーシャ

ル・インクルージョン）であり、この考え方をこれからも引き継ぎ、市・市民・事業

者等、市に関係するすべての方々と一丸となって、あらゆる人が集い共に生きるまち

を目指します。 
※ 国立市が市政を行う上で最上位に位置付ける、まちづくりの方針や考え方。第一期は昭和 51

（1976）年に策定してものであり、現在は第五期の中にある。 

 

②様々な当事者の意見を踏まえ、対話を通じて相互理解を深めるまち 

 市内には、様々な属性（人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性

自認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他の経歴など）を持つ方々

が生活を営んでおり、私たちは誰しもが、何かしらの当事者性を有しています。また、

同じ属性の中でも個々に状況が異なっていたり、様々な考え方があったりする場合も

あります。それら多様な意見の一つ一つを大切に、対話を通じて相互に理解を深め合

うまちを目指します。 

 

③相互理解と協力により平和を希求するまち 

 多様な意見を大切にし、対話によって相互に理解を深めたり協力し合ったりするこ

とを通じて、基本条例で示す「平和」（単に戦争や紛争がないだけでなく、貧困や抑

４つの目指す「まち」 
①ソーシャル・インクルージョンを基本にした共生のまち 

②様々な当事者の意見を踏まえ、対話を通じて相互理解を深めるまち 

③相互理解と協力により平和を希求するまち 

④人権・平和について絶えず学び、深め、次世代に伝えるまち 
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圧等の社会構造的な困難がなく、人々の間に不当な差別や暴力を容認しない意識と、

他者への共感や互いの協力、対話といった行動が存在している状態のことを意味しま

す）を希求するまちを目指します。 

 

④人権・平和について絶えず学び、深め、次世代に伝えるまち 

 人権・平和の考え方は、時代と共に常に変化していることから、「一度学べばよい」

ということではありません。また、人権・平和の尊重は、意識や理念に留まることな

く、具体的な行動として実行してこそ、人権・平和のまちづくりにつながります。一

人一人が子どもの頃から絶えず人権・平和について学び、知識と理解を深め、それを

個人・組織の両方のレベルで行動に移し、そしてそれを周りの他者や次世代に継承す

る努力を行うことが重要です。これらの取組を積み重ねることにより、持続可能な人

権・平和のまちを目指します。 

 

 この４つのまちを目指し取組を進める先にあるソーシャル・インクルージョンのま

ちは、まさに、人権尊重意識が文化として市民の中に根付いている状態のまちであり、

市民の中からソーシャル・インクルージョンが沸き起こる地域が実現できるものと考

えます。 
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ソーシャル・インクルージョンの推進へ 
 

社会福祉法人恩賜財団済生会理事⾧ 炭谷 茂  

（前国立市人権・平和のまちづくり審議会会⾧） 

ソーシャル・インクルージョンの起源 

  今日、日本でのソーシャル・インクルージョンの普及に国立市が果たした役割は

絶大です。 

1990 年代のヨーロッパは、失業者が増加する一方、地域での相互扶助機能が弱

体化し、このため障害者、外国人、ホームレスなど社会にとって異質な人たちが、

排除されるようになりました。 

これを改善するためヨーロッパ各国では、誰一人取り残されることなく、地域の

一人として暮らせる社会づくりを目指すソーシャル・インクルージョンの理念が

掲げられました。これを実現するために法律を制定し、教育、就労、福祉、住宅、

レクリエーションなど多様な政策を推進し、成果をあげました。 

今ではソーシャル・インクルージョンの理念は、世界各国で導入され、障害者権

利条約や SDGｓ（国連の持続可能な開発目標）に導入されています。 

 

日本での広がり 

日本でもヨーロッパと同様な状況が生じました。日本の事情を反映して障害者、

難病患者、認知症高齢者、ひとり親家庭、引きこもりの人、DV 被害者、同和関係

者、在日コリアン、ホームレス、元受刑者などたくさんの人が社会から排除された

り、孤立するようになりました。 

しかし、日本では問題意識が希薄で、ソーシャル・インクルージョンに対する理

解は、一向に進みませんでした。この閉塞状況を打破したのは、国立市です。日本

で初めて 2019 年 4 月にソーシャル・インクルージョンを中核にした「国立市人

権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」を施行しました。その後

中央官庁や自治体では取組が推進されることになります。 

ソーシャル・インクルージョンを地域で定着・発展させるには、行政、企業、団

体、教育機関等すべての組織が参加し、住民一人ひとりが自発的に参加しなければ

成果は得られません。幸い国立市では年月を重ねて形成された人権土壌がありま

す。これを基盤にし、日本のソーシャル・インクルージョンの旗手としてヨーロッ

パに負けない成果をあげられることを期待しています。 

 コラム 
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第３章 現状と課題及び主な取組                

１ 人権意識の醸成のための様々な取組 
（１）学校や地域における効果的な人権教育・啓発 
①学校における取組 

 〇現状と課題 

   学校においては、学校の創意工夫の下、各教科や「特別の教科 道徳」、総合的

な学習（探求）の時間、特別活動、教科外活動等のそれぞれの特性を踏まえつつ、

教育活動全体を通じて人権教育の充実を目指した教育課程が編成され実施されて

いるところです。また、人権施策の主管課である政策経営部市⾧室においては、他

部署や教育部局との連携の下、市内の学校において「人権出張授業」を実施してお

り、様々な人権課題の当事者、人権擁護委員、市役所職員等が講師を担い、事前に

学校との調整を行いながら創意工夫の下で取り組んでいます。 

   市民意識調査では、効果的だと考える人権教育・啓発の手段として、学校におけ

る子どもたちへの取組という回答が最も多い結果となっています。また、最近 5 年

間での学校教育以外の場（地域や職場）における人権に関する研修を受けたりイベ

ント等に参加したりした経験について調査したところ、多くの人が学校教育以外で

人権に関する研修を受けたりイベント等に参加したりした経験が無い状況であり、

学校教育における子どもたちへの人権教育の一層の充実が課題となっています。 

   児童・生徒が多様な地域の人と出会い関わりを持つことは、人権尊重意識の醸成

において大変有効な取組であるとともに、地域への愛着やあらたな魅力発見にもつ

ながることであるため、関係各所との連携の上、学校における取組を推進します。 
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（参考:市民意識調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0%

31.1%

22.5%

3.3%

2.9%

6.1%

21.6%

3.1%

27.8%

62.9%

2.1%

4.1%

3.9%

34.1%

45.0%

5.4%

11.7%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

わからない

学校教育以外の場ではない

地域で最近5年間に1～2回程度

地域で1年に1回以上

職場で最近5年間に1～2回程度

職場で1年に1回以上

最近5年間で学校教育以外の場（地域や職場）において人権に

関する研修やイベントに参加したこと（複数回答可）

12～14歳(n=129) 15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)

（参考:市民意識調査より） 

50.4%

32.0%

35.8%

27.6%

24.7%

30.1%

73.8%

25.8%

44.3%

33.0%

34.0%

17.5%

17.5%

68.0%

24.0%

34.9%

31.0%

31.8%

24.0%

17.1%

58.9%

0% 20% 40% 60% 80%

市のHPや市報を通じた啓発活動

市の公式SNS（LINE、X）を通じた啓発活動

市役所や市内の公共施設（公民館、図書館な

ど）でのポスター等の掲示

市内を走行する路線バス内への啓発物の掲示

人権をテーマとした映画上映会やポスター展示

などのイベントの開催

人権をテーマとした講演会、シンポジウム、研

修会などのイベントの開催

学校における人権教室の実施など子どもに対す

る取組

効果的だと考える人権教育・啓発の手段（複数回答可）

12～14歳(n=129) 15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)



 

11 

（参考:実績を基に作成） 

  
 

〇主な取組 

ア．児童・生徒を対象とした人権出張授業の実施 

主な担当部局:市⾧室、児童青少年課、オンブズマン事務局、教育指導支援課 

取組内容 様々な人権課題の当事者を含む講師を学校に派遣し、児童・生徒

を対象とした人権出張授業を計画的に行います。 

取り組む上で

の留意点 

・人権課題の当事者が自らの言葉で直接伝える機会を大切にす

ること。 

・講師側、児童・生徒側の両方にとって、安全が守られた中で 

安心して事実を隠さずに語る環境を整えること。 

・低学年を含め様々な学年で実施し、発達段階や教育課程を踏ま

えた取組とすること。 

・学校及び教育部局との連携の下で計画的に実施すること。 

・東京都が行う講師派遣制度や法務局が行う人権教室と連携し

た取組とするなど、関係機関との連携・協力により幅広い人権

課題について児童・生徒に伝える工夫を行うこと。 

具体的な方策 ・市内の全公立小中学校において毎年 1 回以上実施します。 

・市内に在所する私立学校及び都立学校へも積極的に働きかけ

実施します。 

 

7
8 8

3
3 3

1
1

1

2

1
1

1

0

5

10

15

令和5(2023)年度 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度

人権出張授業の実施状況
（( )内は同一校で複数実施した場合の延べ実施数）

市立小学校 市立中学校 都立高等学校 私立小学校 私立中学校 私立高等学校

（6）

（校） 

（10） 

（2） 

（1） 

（9） 

（6） 

（1） 

（1） 

12(19) 

13(17) 

（10） 

（6） 

（1） 

（2） 

（1） 

15(20) 



 

12 

イ．教職員向け人権研修や啓発等の実施 

主な担当部局:市⾧室、児童青少年課、教育指導支援課 

取組内容 教職員が高い人権意識を持ち教育活動に従事することができる

よう、教職員向けの人権研修や啓発等を行います。 

取り組む上で

の留意点 

・学校及び教育部との連携の下で、計画的に実施すること。 

・東京都が行う講師派遣制度や、法務局が行う人権教室と連携し

た取組とするなど、関係機関との連携・協力により幅広い人権 

課題について教職員に伝えることができるよう工夫を行うこと。 

具体的な方策 ・教職員を対象とした研修を毎年 1 回以上実施します。 

・市内の公立小中学校における人権教育が一層図られるよう、各校 

に配置されている人権教育担当教員間での情報共有等を積極的 

に行います。 

・啓発事業に関する教職員向けの周知を積極的に行います。 

 

ウ．法務局や人権擁護委員と連携した取組の実施 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 法務局や人権擁護委員が実施する児童・生徒を対象とした人権

啓発活動に市として積極的に関わり、児童・生徒の学びが深ま

るよう工夫を行います。また、児童・生徒が人権について学ん

だり考えたりしたことを互いに学び合ったり広く市民等へ周知

する機会を創出します。 

取り組む上で

の留意点 

・学校や教育部局と連携して、効果的な取組となるよう工夫を行

うこと。 

具体的な方策 ・小学生を対象とした「人権の花運動」「こどもたちからの人権メッ

セージ発表会」、中学生を対象とした「中学生人権作文コンテス

ト」を実施します。 

・小中学生が人権について互いに学び合ったり、小中学生が考えた

ことを広く市民に周知する取組を毎年実施します。 
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人権擁護委員をご存知ですか?! 
 

 人権擁護委員は、人権に関する相談パートナーとして、問題解決のお手伝いをした

り、みなさんに人権について関心を持ってもらえるような広報活動をボランティア

として行っている方々で、全国で約 14,000 人が活動しています。 

 国立市では、令和 8（2026）年 3 月現在 5 人が、主に次のような活動を東京法務

局府中支局や市の人権施策主管課と連携しながら取り組んでいます。 

 

人権相談 

  毎月一回、市役所において市民からの人権に関する相談をお受けし、問題解決に

向け一緒に考える取組を行っています。 

 

人権の花運動 

  子どもたちが互いに協力しながら、 

花の種子や球根などを育てることを 

通して、生命の尊さを実感し、その 

中で、豊かな心を育みやさしさと思 

いやりの心を養うことを目的として 

市内の小学校で実施しています。 

 

人権メッセージ発表会 

  小学生が日頃思っていること、悩んだこと、励ましになった体験などから、基本

的人権を尊重することの重要性、必要性について考えてもらうことを目的に実施

しています。市代表となった児童に対して国立市人権擁護委員賞を授与するとと

もに、多摩東地区の 13 市合同で行われる発表会に参加しています。 

 

中学生人権作文コンテスト 

  日常の家庭生活や学校生活等の中で学んだり考えたり体験したりことに基づく

作文を書くことを通して、人権尊重の大切さや基本的人権についての理解を深め、

豊かな人権感覚を身に付けてもらうことを目的に実施しています。特に優れた作

文に対して、国立市人権擁護委員賞を授与しています。 

 

 コラム 
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人権教室 

  いじめ、国籍や民族、ジェンダー平等など様々な人権問題について考えることに

よって、相手への思いやりの心や生命の尊さを学ぶことを目的に、市内の小中高等

学校で実施しています。 

 

～人権教室を実施して～ 

国立市人権擁護委員  

 

  先日、市内のある小学校で人権教室を実施しました。 

  テーマは「身近に人権を感じてみよう!」。動画を視聴してから、次のことに 

ついて子どもたちに意見を聞きました。 

  〇どこから＂男らしさ・女らしさ“を見聞きするか 

  （児童の回答）本、テレビ、アニメなどのメディア／ＳＮＳ／周りの大人／ 

         親／友人／昭和の人 

 

  〇男女の違いが決められているもの 

  （児童の回答）防災頭巾／トイレの標識の色／制服／身体のつくり 

 

 〇イメージとして作られているもの 

  （児童の回答）女子は字がうまい／男子は外遊び、女子は室内遊び／服装 

／髪型／キャラクター 

 

  1 つ目の意見で多かったのが「周りの大人」「親」「昭和の人」です。 

  そして、違いが決められているものとして、トイレの標識の色、制服など、 

 大人が決めているものばかりです。それらは強弱はあれど、子どもたちに対し 

 て＂強制的に決めつけられている“ものとなっているようです。 

  大人が全て悪いわけでもないし、大人の考え方が全て間違っているとも思い 

ません。しかし、今、子どもたちは、こうした人権教育を受けていて、こうい 

った考え方を持っていますということを、多くの大人に知っていただきたいと 

思います。そして、その子どもたちに掛ける言葉を日常的に考えていただける 

といいなと思います。 
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②地域における取組 

 〇現状と課題 

   世界人権デー（12 月 10 日）及び国で定める人権週間（12 月 4 日～10 日）の

時期に合わせ、市では「くにたち人権月間」と題し、様々な人権課題をテーマとし

た啓発事業（講演会、シンポジウム、映画上映会、パネル展示、ワークショップ等）

を令和 3（2021）年度から人権課題の当事者等と協働して行っています。また、女

性に対する暴力撤廃と児童虐待防止に関する啓発を目的とした「Ｗ（ダブル）リボ

ンキャンペーン」を毎年行うほか、くにたち男女平等参画ステーション（通称「パ

ラソル」）において「くにたちジェンダー平等推進月間」（毎年 5 月）、「アライウィ

ークくにたち」（毎年 11 月）、「ミモザウィークくにたち」（毎年 3 月）などの啓発

活動を行っています。さらに、児童青少年課やオンブズマン事務局における子ども

の権利に関する啓発事業、公民館における人権を学習テーマにした主催講座など、

様々な部署が人権意識の醸成の観点を踏まえ積極的に事業を実施しているところ

です。 

   多くの人が学校教育以外の場で人権に関する研修を受けたりイベント等に参加

したりした経験が無い状況下、学校教育における人権教育の充実とともに地域にお

ける取組の充実が重要であり、学校・地域全体で人権尊重の意識を高めていく必要

があります。 

   また、人権は誰しもが生まれながらにして有しているものであり「差別は許され

ない」という人権尊重の本質は変わらないものの、人権に関する考え方は時代と共

に変化しており、価値観の多様化や科学技術の発展等によって新たな人権課題（多

様な働き方に関する問題、カスタマーハラスメントの問題、AI の普及によって生

じる問題、ゲノム情報（遺伝情報）に関連して生じる問題など）も顕在化していま

す。さらに市民意識調査では、様々な人権課題について、分野ごとの認知度に差が

あることが判明しています。これらのことから、日常的に絶えず様々な人権につい

て学ぶことができる仕組みを整えることが重要となっています。あらゆる創意工夫

を行いながら地域における取組を推進します。 
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（参考:市民意識調査より） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9%

5.2%

47.7%

51.2%

27.7%

31.1%

36.0%

71.5%

8.2%

6.2%

35.1%

44.3%

23.7%

24.7%

24.7%

71.1%

17.1%

5.4%

35.7%

40.3%

22.5%

27.1%

30.2%

56.6%

0% 20% 40% 60% 80%

わからない

その他

様々な相談窓口を充実すること

人権侵害が起きた場合の被害者の救済・支援を

充実すること

市内事業者やその従業員に対して人権・平和に

関する研修を充実すること

市（行政機関）の職員が一層人権感覚を身に付

けること

地域において人権・平和に関する啓発活動を推

進すること

学校内外において人権・平和に関する子どもた

ちへの教育を充実すること

人権や平和が大切にされたまちであるために

市が特に力を入れるべきもの（複数回答可）

12～14歳(n=129) 15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)
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（参考:市民意識調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.5%

58.2%

59.7%

63.3%

78.1%

71.8%

57.9%

83.1%

62.9%

74.0%

49.9%

81.5%

63.5%

55.8%

73.2%

69.4%

85.8%

64.9%

24.7%

37.1%

35.1%

54.6%

71.1%

69.1%

42.3%

69.1%

41.2%

67.0%

30.9%

77.3%

44.3%

50.5%

62.9%

56.7%

85.6%

68.0%

22.5%

27.9%

38.0%

49.6%

59.7%

48.1%

41.1%

65.9%

45.0%

64.3%

26.4%

78.3%

46.5%

50.4%

54.3%

55.8%

80.6%

46.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無戸籍に関連した人権

部落差別

ハンセン病患者・元患者やその家族の人権

犯罪被害者やその家族の人権

ハラスメント問題

性的マイノリティの人権

震災等の災害に起因した人権

女性の人権

職業に関連した人権

しょうがいのある人の人権

婚外子に関連した人権

子どもの人権

高齢者の人権

刑を終えて出所した人やその家族の人権

感染症に関連した人権

外国にルーツのある人々の人権

インターネット上の人権侵害

アイヌの人々の人権

各人権課題の認知度（「知っている」）

12～14歳(n=129) 15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)
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 〇主な取組  

ア．様々な人権課題をテーマとした啓発活動の実施 

主な担当部局:市⾧室、児童青少年課、オンブズマン事務局、公民館、図書館 

取組内容 人権週間の時期にあわせた取組など、様々な機会を捉えて広く市

民を対象とした啓発事業を実施します。 

取り組む上で

の留意点 

・講演会や映画上映会などに加え、例えば人権について学ぶこと

ができるクイズ形式のイベントや楽しみながら参加できる検

定制度など、誰でも気軽に参加できる参加型の企画を充実させ

ること。 

・これまで参加したことのない人が参加しやすい取組を充実さ

せること。 

・伝えたい内容や伝える対象等を踏まえた効果的な手法を用い

ること。 

・特定のテーマに偏ることなく、様々な人権課題をテーマとする

こと。一方で、地域における具体的な課題等を踏まえた取組も

重要であること。 

・庁内の様々な部署及び東京都や関係団体等と連携し、幅広い視

点で啓発活動を行うこと。 

具体的な方策 ・例えば「くにたち人権月間」など、様々な人権課題をテーマと

し、より多くの市民等が参加することができる啓発事業を毎年

実施します。 

・人権施策の主管課である政策経営部市⾧室以外の部署におい

ても、人権啓発の観点を踏まえた個別テーマでの啓発事業や学

習講座等を毎年実施します。 
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イ．人権に関する情報収集及び発信 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 人権に関する様々な情報に、市民等が日常的にアクセスして人権

について学ぶことができる環境を構築します。 

取り組む上で

の留意点 

・市がこれまで様々な人権課題の当事者等と共に取り組んでき

た取組を次世代へ伝え継ぐことが重要であること。 

・人権に関する様々な情報をいつでも見て学ぶ事ができるとい

う意味で「人権博物館」というキーワードを念頭に置きつつ、

単に施設へ資料を展示するだけではない効果的な機能（仕組

み）について検討すること。 

・様々な情報をデジタルアーカイブ化して活用するなど、インタ

ーネットを活用した手法も含め検討すること。 

具体的な方策 ・人権課題の当事者が経験した差別の実態や差別のない社会へ

の思いなどのお話について記録化する取組を進めます。 

・国内外の人権・平和に関する動向や特徴的な司法判断など様々

な情報を収集します。 

・市のホームページ等を効果的に活用し、人権に関する情報の発

信に積極的に取り組みます。 

 

（２）関係機関・団体及び企業等と連携した取組 
①関係機関・団体との連携 

〇現状と課題 

   人権意識の醸成のための様々な取組の推進に当たっては、これまでも、国や東京

都、法務局などの関係機関・団体との連携の上、より効果的な取組となるよう努め

ています。引き続き、日頃から積極的に情報交換を行うなど関係性の構築及び強化

に努め、それぞれの強みを最大限に生かした取組を推進します。 
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〇主な取組 

【再掲】 

ア．法務局や人権擁護委員と連携した取組の実施 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 法務局や人権擁護委員が実施する児童・生徒を対象とした人権

啓発活動に市として積極的に関わり、児童・生徒の学びが深ま

るよう工夫を行います。また、児童・生徒が人権について学ん

だり考えたりしたことを互いに学び合ったり広く市民等へ周知

したりする機会を創出します。 

取り組む上で

の留意点 

・学校や教育部局と連携して効果的な取組となるよう工夫を行

うこと。 

具体的な方策 ・小学生を対象とした「人権の花運動」「こどもたちからの人権メッ

セージ発表会」、中学生を対象とした「中学生人権作文コンテス

ト」実施します。 

・小中学生が人権について互いに学び合ったり、小中学生が考えた

ことを広く市民に周知する取組を毎年実施します。 

 

②企業等との連携 

〇現状と課題 

  企業における人権尊重への取組については、他社との調整や原材料の調達から取

り扱う商品の廃棄に至るまでの一連の全ての企業活動において、関わる人々の人権

の尊重が大切であるということが国際的にも広く認識されつつあります。企業には

人権デュー・ディリジェンス※の実施が求められており、国においても、行動計画

の策定や啓発事業が行われています。 

   人権デュー・ディリジェンスを実施していくためには、まずは様々な人権課題の

実態等について理解を深めることが重要であり、企業内の一人ひとりがその知識や

人権尊重の意識を具体的な行動や企業活動で実践していくことが求められます。 

   市が令和 6（2024）年度に市内に在所する事業所を対象として行った人権・平

和のまちづくりに関する調査では、企業内において独自に人権に関する研修を行っ

たり、外部機関の行う研修を活用した取組を行ったりしている状況がわかったほか、

人権に配慮した職場環境の整備や働き方に関する制度の構築に取り組んでいる事

業所があることがわかりました。一方で、市に対する従業員向け人権研修の希望や、
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啓発資料を作成・配布して欲しいといった希望があるほか、職場における様々な人

権上の悩みを抱えていらっしゃることもわかりました。人権・平和のまちづくりの

推進に当たっては、市内の事業所に勤務する人々にも市の人権に関する考え方を理

解いただくとともに、様々な人権課題について知識を深めていただくことが重要で

す。また、例えば SDGs の観点で優れた取組を既に行っている市内の企業等との連

携による啓発活動など、より質の高い取組につなげることも重要であり、企業等と

の関係性構築に積極的に努め、連携した取り組みを推進します。 
 ※ 企業は、人権への影響を特定し、予防し、軽減し、そしてどのように対処するかについて説明

するために、人権への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情

報発信を実施することを求められている。この一連の流れのことを「人権デュー・ディリジェン

ス」と呼んでいる。（「「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)」令和 2 年 10 月 ビ

ジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議より） 

   

〇主な取組 

ア．企業等を対象とした人権研修や意見交換の実施  

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 企業等に対して、様々な人権課題の実態や市の人権・平和のまち

づくりに関する状況等について理解を深めていただくことを目

的とした人権研修や、職場における人権の観点での悩み等につい

ての意見交換等を行います。 

取り組む上で

の留意点 

・様々な企業等（社会福祉施設などを含む）と関係構築すること。 

・人権を尊重した取組を行うことが企業等にとってインセンテ

ィブとなるような仕組みが重要であること。 

・単に意識の向上のみを目的とせず、具体的な企業等の活動につ

なげることを目的として実施すること。 

具体的な方策 ・企業等に積極的な働きかけを行い、個々の状況に合わせた研修

や情報・意見交換を実施します。 
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イ．企業等と連携した啓発活動の実施 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 市内に在所する事業所など企業等と連携し、企業の持つ様々なノ

ウハウやツールを活用した啓発活動に取り組みます。 

取り組む上で

の留意点 

・様々な企業等と関係構築により取り組むこと。 

具体的な方策 ・例えば「くにたち人権月間」など、啓発事業を行う際に企業等

と連携した効果的な取組を実施します。 
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２ 救済と相談 
（１）救済 

〇現状と課題 

   「救済」を広義の概念で捉えた場合、人権侵害が発生した後のその行為の停止等

の対応や再発防止、人権侵害が発生する恐れの高い場合におけるその防止、被害者

が望む安心した日常生活を送るための相談支援などの個別的な救済と、一般施策と

して行う人権教育・啓発とが考えられます。 

   個別的な救済に関して、現在市においては、人権施策の主管課である市⾧室にお

いて市民等からの人権に関する相談を受け、必要に応じて庁内の関係部署や関係機

関・団体等と連携しながら対応を行っています。 

国内の一部自治体においては、地域における人権課題の実態等を踏まえた対応と

して、人権侵害を行った（又は行う恐れのある）者に対する具体的な関与（助言、

あっせん、勧告、公表、罰則等）について規定した条例を制定している自治体もあ

り、独自に設置した第三者機関による判断を踏まえた対応が行われている場合もあ

ります。また、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害、差別を助⾧する

表現内容などの早期発見・拡散防止を目的としたモニタリングを実施し、人権侵害

だと判断した場合には法務局等へ削除要請を行っている自治体もあります。 

市民意識調査では、地域で差別や人権侵害が起こらない（起こさせない）ための

予防的な取組として、加害者に対する罰則を含む一定の救済制度が必要だという回

答も一定数ありましたが、最も多かった意見は学校教育における人権教育の一層の

充実についてであり、基本条例や基本方針におけるソーシャル・インクルージョン

の理念を踏まえた個別救済の対応が必要となっています。 

   人権侵害を受けた人が一日も早く不安のない日常生活を取り戻すことができる

よう、地域の実情等を踏まえ、関係機関・団体等と連携して取り組む必要がありま

す。 
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（参考:市民意識調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5%

3.5%

27.3%

27.5%

32.0%

32.7%

33.7%

41.8%

43.8%

47.9%

58.8%

79.0%

6.2%

2.1%

36.1%

23.7%

25.8%

23.7%

34.0%

34.0%

38.1%

23.7%

45.4%

79.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

わからない

その他

様々なマイノリティ当事者の話を聞き対話

を行う場

加害者氏名を公表するためのルール化

加害行為の事実を公表するためのルール化

国による差別を包括的に禁止する法律の整

備

様々な人権課題について学んだり考えたり

する場の開催

人権が侵害された際の救済制度、救済機関

の整備

加害者に対して罰則を科すためのルール化

職場の従業員や経営者に対する人権研修の

実施

インターネット上の誹謗中傷を監視・対応

する取組

学校教育における人権教育の一層の充実

地域で差別や人権侵害が起こらない（起こさせない）ために

必要だと思う予防的な取組（複数回答可）

15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)
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〇主な取組 

ア．インターネットを含めた様々な情報媒体における不当な差別的内容の拡散防

止に向けた取組 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 国立市に関係する、インターネットを含めた様々な情報媒体にお

ける不当な差別的内容※について、その拡散防止のために必要な

取組を検討・実施します。 

取り組む上で

の留意点 

・他自治体における同様の取組状況等も参考としながら、適切な

取組について検討を進めること。 

具体的な方策 ・被害を受けた市民等から相談を受けた場合に、その状況等に応

じた各種相談・通報窓口の紹介等、必要な支援を行います。 
  ※不当な差別的内容について 

基本条例では、全ての人は、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、し

ょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等にかかわらず個人として尊重されなけ

ればならず（第 2 条）、何人も、それら属性を理由とした差別（不当な差別）を行ってはならない

（第 3 条）と規定しています。 

 

イ．個別救済の在り方に関する検討 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 相談体制等の個別救済の在り方について、国の法整備の状況や他

自治体の動向、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて審議会への

諮問を行うなど検討を進めます。 

取り組む上で

の留意点 

・司法との役割分担など、行政機関として市が対応すべき内容を

具体的に整理すること。 

具体的な方策 ・ソーシャル・インクルージョンを基本理念として掲げる自治体

としてどのような個別救済の在り方が適切か、地域の状況や

国・他自治体の動向等も踏まえつつ検討を進めます。 

 

（２）相談支援 
〇現状と課題 

   人権に関する相談支援については、人権施策の主管課である市⾧室において、市

民等からの相談を受け庁内関係部署や関係機関・団体等との連携の上で対応を行っ
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ています。また、国立市の人権擁護委員による特設の人権相談を毎月一回市役所内

で実施しているほか、くにたち男女平等参画ステーション（通称「パラソル」）に

おいて、生きづらさを抱える方からの相談を受けたり、カウンセラーや弁護士等の

専門家による相談支援（法律相談、SOGI（ソジ）相談等）を行っています。さら

に、子ども本人からの相談を中心にいじめや虐待などの相談を受けるとともに、子

どもの人権意識を育むため、平成 29（2017）年 4 月に総合オンブズマン制度を発

足し、子どもの人権オンブズマンが相談・啓発を行っています。加えて、子どもを

取り巻く様々な課題を解決し、全ての子どもが自分らしく幸せに生きる・育つこと

が実現できるよう、子どもの権利について規定した「国立市子ども基本条例」を令

和 7（2025）年 4 月に施行し、子どもの意見が尊重される環境づくりや子どもが

相談しやすい環境づくりを進めています。条例策定においては、子どもの意見を大

切にするため、500 人を超える子どもに対し市職員が直接出向いて声を聴く取組

を行いました。 

   一方、市民意識調査では、上記のような相談窓口について、まだまだ市民に認知

されていない状況が判明しており、一層の周知が課題となっています。また、悩み

を抱えた時に相談しやすい方法についても様々な手法のニーズがあり、より多様

化・複雑化・複合化する相談に迅速に対応していくための適切な相談体制や、SNS

等インターネットを活用した利便性の高い相談方法等について、検討を進めること

が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

（参考:市民意識調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考:市民意識調査より） 
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19.7%

16.1%

22.5%

56.7%

10.3%

44.3%

54.6%

5.2%

12.4%

70.1%

11.3%

18.6%

10.3%

55.0%

15.5%

38.8%

52.7%

3.1%

13.2%

74.4%

20.2%

15.5%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80%

こどもの人権110番

東京法務局人権擁護部

インターネット人権相談

みんなの人権110番

東京ウィメンズプラザ

東京都人権プラザ

子どもの人権オンブズマン

人権擁護委員

くにたち男女平等参画ステーション・パラソル

市の人権担当部署

1
2

3
4

人権に関する相談窓口の認知度（「知っている」）

12～14歳(n=129) 15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)

国立市 

東京都 

 

 

国（法務局） 

東京弁護士会 

38.2%

8.2%

8.5%

19.0%

20.6%

20.2%

23.1%

19.6%

21.7%

0.6%

2.1%

12.4%

13.4%

43.3%

33.3%

5.8%

6.2%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳以上(n=883)

15～17歳(n=97)

12～14歳(n=129)

人権に関する相談窓口へ相談しやすい方法

電話 メール 対面 書面（手紙） SNS 無回答
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（参考:市民意識調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇主な取組 

ア．人権に関する相談への対応 

主な担当部局:市⾧室、児童青少年課、オンブズマン事務局  

取組内容 子どもを含め、市民からの人権に関する相談へ庁内関係部署や関

係機関・団体等との連携の上対応します。 

取り組む上で

の留意点 

・表面化しにくい課題があることや、社会的孤立に陥っている人

がいることを認識し、相談まで辿り着かない事案があることを

念頭に入れた積極的な相談支援を行うこと。 

・悩みを抱えた時に子どもが安心して相談できる体制の構築が

重要であること。 

具体的な方策 ・差別や人権侵害で悩みを抱える方に対する相談支援を市⾧室

において行います。 

・子ども人権オンブズマンにおいて、子どもたちからの様々な悩

み相談等へ対応します。 

・子ども関連施設における窓口の明確化など、子どもが自分の意

見を表明しやすい・相談しやすいアクセス環境を充実します。 

5.2%

1.0%

1.0%

8.2%

29.9%

70.1%

74.2%

4.7%

4.7%

7.8%

11.6%

43.4%

65.1%

72.9%

0% 20% 40% 60% 80%

相談できる相手はいない

その他

地域の大人

習い事の先生

学校の先生、スクールカウンセラーの先生

友だち

家族や親せき

差別や人権侵害を受けた場合の相談相手（複数回答可）

12～14歳(n=129) 15～17歳(n=97)
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イ．人権擁護委員と連携した人権相談への対応 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 人権擁護委員による市民向け人権相談（「特設相談」）を毎月実施

します。また、人権擁護委員の日（6 月 1 日）にあわせた特別相

談を人権擁護委員や法務局と連携して実施します。 

取り組む上で

の留意点 

・市民に分かりやすい周知が必要であること。 

 

具体的な方策 ・人権擁護委員による「特設相談」を定期的に実施します。 

・人権擁護委員の日（6 月 1 日）に合わせた特別相談を実施しま

す。 

・人権擁護委員の存在や相談活動について、市報や市ホームペー

ジ等を活用して広く周知します。 

 

ウ．相談窓口の効果的な広報 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 相談窓口を広く市民にわかりやすく周知します。 

取り組む上で

の留意点 

・相談事例や相談実績をわかりやすく示すなど、安心して相談で

きる場所であるということがわかるよう周知を行うことが重

要であること。 

・特に子どもたちに対しては、より丁寧でわかりやすい周知が重

要であること。 

具体的な方策 ・市報や市ホームページ、市公式 SNS、啓発事業など、様々な機

会を捉えてわかりやすく周知します。 
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エ．適切な相談体制の在り方に関する検討 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 一層の適切な相談体制の構築に向けた相談窓口の在り方に関す

る検討を行います。 

取り組む上で

の留意点 

・専門知識と豊富な相談支援経験を有する相談員の配置を含め

た検討を行うこと。 

・SNS 等インターネットを活用した相談支援も含め、様々な手

法について検討すること。 

具体的な方策 ・相談実績等の状況を踏まえ、より安心して利用しやすい相談支

援体制の構築に向けた検討を進めます。 
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３ インターネットを含めた様々な情報媒体における人権

問題への対応 
〇現状と課題 

  人々の情報発信や表現行為の在り様は多種多様化しており、誰もが容易に・瞬時

に・幅広く・様々な情報媒体で表現や情報発信を行いそれを拡散することができる

時代となっています。しかし、こうした状況は表現の幅を広げ生活を豊かにする側

面がある一方で、昨今、特にインターネット上における誹謗中傷、差別を助⾧する

表現、プライバシー侵害などの人権問題が社会的に大きな問題となり深刻化してい

ます。また、例えば災害時に真偽の定かではない情報が SNS 等で拡散され、多く

の人がその情報を信じたという調査結果もあります。インターネットは生活をより

豊かにする反面、その強い伝播性や匿名投稿が可能であるという側面から、誤った

情報や差別的な情報、人権侵害になりかねない情報も瞬時に拡散するとともに、一

度拡散してしまった情報は完全に削除したり正しい情報を浸透させたりすること

が難しく、さらに、インターネット上の人権問題はネット上だけの問題に留まらず、

その真偽の定かでない情報の下に現実社会において痛ましい事件に繋がってしま

うような状況も発生しています。このような状況下、国による法整備や啓発活動が

進められるとともに、東京都をはじめ多くの自治体において対策が講じられ始めて

いるところです。 

市民意識調査においては、インターネット上で差別や人権侵害を見たことがある

市民が一定数いらっしゃることが判明しているほか、実際にインターネット上で被

害を受けたことがあると回答した市民もいらっしゃる状況であり、誰もが突然にイ

ンターネット上での差別や人権侵害を受ける可能性があります。またそれと同時に、

インターネットを日常的に使用する私たちは、意図せず自らがその加害者となる可

能性もあります。 

インターネット上の人権問題が社会的な課題となる中、国内の一部自治体におい

ては、拡散防止を目的としたインターネット上のモニタリングに取り組み、人権侵

害事案については法務局等へ削除要請をするなどの対応を行っている自治体もあ

ります。国立市においても、市に関係するインターネット上の不当な差別的内容の

拡散防止に向けた対応とともに、インターネットに限らず、過去市内で起こった不

当な差別事案等も踏まえ、様々な情報媒体による市に関係する不当な差別的内容に

ついて、その拡散を防止することで市民の安心安全な生活を守る取組が必要不可欠
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となっています。 

 

（参考:市民意識調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8%

26.1%

28.5%

30.3%

45.8%

47.7%

52.7%

5.0%

26.7%

35.0%

10.0%

71.7%

28.3%

20.0%

1.4%

40.6%

42.0%

17.4%

52.2%

17.4%

37.7%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

実際の場面を見た（聞いた）

家族、学校の友だち、職場の同僚等との会

話

新聞、雑誌、書籍

インターネット上のSNS

インターネット上の情報サイト（各種

ニュースサイト等）

テレビやラジオ

差別や偏見を見聞きした情報源（複数回答可）

12～14歳(n=69) 15～17歳(n=60) 18歳以上(n=541)
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〇主な取組 

  【再掲】 

ア．インターネットを含めた様々な情報媒体における不当な差別的内容の拡散防

止に向けた取組 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 国立市に関係する、インターネットを含めた様々な情報媒体にお

ける不当な差別的内容※について、その拡散防止のために必要な

取組を検討・実施します。 

取り組む上で

の留意点 

・他自治体における同様の取組状況等も参考としながら、適切な

取組について検討を進めること。 

具体的な方策 ・被害を受けた市民等から相談を受けた場合に、その状況等に応

じた各種相談・通報窓口の紹介等、必要な支援を行います。 
  ※不当な差別的内容について 

基本条例では、全ての人は、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、し

ょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等にかかわらず個人として尊重されなけ

ればならず（第 2 条）、何人も、それら属性を理由とした差別（不当な差別）を行ってはならない

（第 3 条）と規定しています。 

 

イ．インターネットを含めた様々な情報媒体における人権問題に関する啓発活動

の実施 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 インターネットを含めた様々な情報媒体における人権問題につ

いて、誰もが被害者にも加害者にもなり得ることから、広く啓発

事業を実施し一人ひとりの行動変容を促します。 

取り組む上で

の留意点 

 ・児童・生徒が情報リテラシーを身に付けるための学校教育にお

ける取組も重要であること。 

具体的な方策 ・例えば「くにたち人権月間」などの啓発事業において、インタ

ーネットを含めた様々な情報媒体における人権問題をテーマ

とした催しを実施します。 

・様々な機会を捉え、啓発に資する資料提供等を行います。 
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  【再掲】 

ウ．相談窓口の効果的な広報 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 相談窓口を広く市民にわかりやすく周知します。 

取り組む上で

の留意点 

・相談事例や相談実績をわかりやすく示すなど、安心して相談で

きる場所であるということがわかるよう周知を行うことが重

要であること。 

・特に子どもたちに対しては、より丁寧でわかりやすい周知が重

要であること。 

具体的な方策 ・市報や市ホームページ、市公式 SNS、啓発事業など、様々な機

会を捉えてわかりやすく周知します。 
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情報流通プラットフォーム対処法 

（通称「情プラ法」） 
  

正式名は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処

に関する法律」（平成 13 年法律第 137 号）。 

 誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラット

フォーム事業者に対し、対応の迅速化、運用状況の透明化に係る措置を義務付ける法

改正が行われるとともに、法律名がプロバイダ責任制限法（正式名:特定電気通信役

務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律）から改められ

ました（施行日:令和 7（2025）年 4 月 1 日）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
総務省ホームページより 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000850215.pdf 

 

 

 

 

 

 コラム 
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４ 人権に配慮した環境整備 
（１）人権の視点での環境整備 

〇現状と課題 

誰もが安心して地域で平穏な日常生活を送ることができる環境づくりのため

には、私たち一人ひとりの身の回りにある様々な環境を人権尊重の視点であら

ためて捉え、必要に応じて見直していくことが重要です。 

市民意識調査では、人権に配慮した環境整備で不足しているものとして、し

ょうがいしゃ、妊婦、子連れの人、子ども、高齢者、外国籍の市民など誰もが

安全安心に地域社会で生活できるよう、設備等のバリアフリー化やユニバーサ

ルデザインの推進が最も不足しているという回答だったほか、様々な環境整備

が不足していると感じている市民が多くいらっしゃる状況がわかっています。 
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（参考:市民意識調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6%

4.5%

20.6%

28.4%

29.0%

30.0%

31.4%

32.3%

39.2%

3.1%

21.6%

30.9%

21.6%

17.5%

17.5%

18.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

わからない

その他

ジェンダー平等や性的マイノリティへの理解促進

に関する周知・啓発

子ども一人ひとりがその子らしくいられる教育の

実現のため、地域の学校をしょうがいの有無に関

わらず多様性を認め合いながら相互に成長し合え

る場とすること（インクルーシブ教育の推進）

働きたいけれども様々な事情や状況により働きづ

らさを抱える人（しょうがいしゃや引きこもり状

態にある人など）が地域社会で共に就労し喜びを

感じられる機会や場の創出・支援

様々な不安や悩みを抱える人が、地域の中で多様

な人とつながることで不安や悩みを共有・解決で

きたり、生きがいを持てたりする場（地域コミュ

ニティ）の創出・支援

災害時や感染症の流行時において、差別や排除に

つながる情報を拡散しない・真偽の定かでない情

報を安易に信用しないなど、正しい行動をとるた

めの周知・啓発

しょうがいしゃ、妊婦、子連れの人、子ども、高

齢者、外国籍の市民など、誰もが安全安心に地域

社会で生活できるよう、設備等のバリアフリー化

やユニバーサルデザインの推進

人権に配慮した環境整備で不足しているもの（複数回答可）

15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)
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〇主な取組 

ア．地域コミュニティ等との連携及び支援 

主な担当部局:高齢者支援課、しょうがいしゃ支援課、児童青少年課、 

まちの振興課、公民館 

取組内容 地域コミュニティ（自治会・町内会・地域における共同体）や市

民活動団体など課題解決型コミュニティとの連携を強化し、地域

課題の解決を図るとともに様々な不安や悩みを抱える人がその

解決に向けて他の資源と繋がったり、学びを通じて生きがいを持

ったりすることができるよう支援します。 

取り組む上で

の留意点 

・世代や属性を超えて交流できる居場所づくりと情報発信が重

要であること。 

具体的な方策 ・活動拠点となるコミュニティ施設の利便性を高めるとともに、

多様な主体の協働による取組や地域の人材・物資・資金・情報

等を効果的に活用したコミュニティ活動を促進します。 

 

イ．多様な就労の場の創出 

主な担当部局:職員課、福祉総務課、しょうがいしゃ支援課 

取組内容 働きたいけれども様々な事情や状況により働きづらさを抱える

人（しょうがいしゃやひきこもり状態にある人、生活困窮状態に

ある人等）を含め、多様な人が地域で共に就労し生きがいや喜び

を感じることができる取組を推進します。 

取り組む上で

の留意点 

・東京都が推進するソーシャルファームを参考とするなど他自

治体の状況等を踏まえつつ、市の実態に応じた推進が重要であ

ること。 

具体的な方策 ・市内外の事業者等の協力を得ながら、就労体験や⾧短時間雇用

など様々な形での仕事への関わり方を地域に広げ、市役所を含

めた地域全体でソーシャルファームの理念をもとにした「やさ

しい雇用」の実現を目指した取組を推進します。 
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ウ．バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

主な担当部局:全部署 

取組内容 しょうがいしゃ、妊婦、子連れの人、子ども、高齢者、外国籍の

市民などあらゆる人が安心安全に暮らすことができるようバリ

アフリー・ユニバーサルデザイン化を進めます。 

取り組む上で

の留意点 

・様々な当事者の意見を大切にした取組が重要であること。 

 

具体的な方策 ・あらゆる施策において、バリアフリー・ユニバーサルデザイン

を念頭にした取組を行います。 

 

エ．学校・学級の包摂力を高める取組の推進 

主な担当部局:教育指導支援課 

取組内容 多様な子どもたち一人ひとりがその子らしく成⾧できるように

するため、学校・学級の包摂力を高める取組を推進します。 

取り組む上で

の留意点 

・個々の状況に応じた様々な考えがあることを踏まえ、保護者、

市民、教員との丁寧な対話を積み重ねることを重視すること。 

・国立市子ども基本条例の理念を踏まえ、子どもにとって最もよ

い事は何かを第一に考えた柔軟な対応が重要であること。 

具体的な方策 ・国立市子ども基本条例の理念に基づいた子どもの権利を保障

する教育環境を整備します。 

・子どもの意見表明権を大切にし、児童・生徒の主体的な取組を

支援します。 

・子どもの視点でともに考え、社会的障壁に対する物理的な環境

整備や合理的配慮を進めるとともに、子どもたちの包摂力を高

める取組を行います。 

・一人一台端末をはじめとする ICT 機器を授業の中で有効活用

するとともに、学習環境の改善に取り組み、一人ひとりに合っ

た個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推進します。 
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オ．災害時における対応 

主な担当部局:防災安全課 

取組内容 乳幼児を含めた子ども、妊婦、高齢者、しょうがいしゃ、外国籍

の人、性的マイノリティなど様々な人が、災害時に安全に避難し

安心して避難生活を送ることができるよう様々な備えを充実し

ていきます。 

取り組む上で

の留意点 

・総合防災訓練や避難所等運営訓練などの訓練を通じて、様々な

当事者の方から意見を聞き、取組みを進めることが重要である

こと。 

具体的な方策 ・様々な属性の人の避難を想定した備え（安全な避難方法、十分

な備蓄品、安心できる避難所生活のための環境整備等）を進め

ます。 

・自らが避難生活を送る上で必要な備えを用意できるよう、災害

に対する意識の醸成を図る取組を推進します。 

・災害時を想定した職員研修において、人権尊重の視点を踏まえ

た意識向上を図ります。 

 

（２）ジェンダー平等の推進 
〇現状と課題 

 我が国におけるジェンダー平等については、様々な法整備等によりその格差の

改善に向けた取組が進められていますが、例えば世界経済フォーラム（スイスの

非営利財団）が発表するジェンダー・ギャップ指数によると、我が国は諸外国と

比べ依然としてその格差が大きく、特に政治と経済の分野でその差が顕著となっ

ています※1。また、本市の市民におけるジェンダー平等感の認識についても低い

状況となっています※2。 

当市では、「国立市第 6 次ジェンダー平等推進計画」（令和 6（2024）年度～令

和 10（2028）年度までの 5 年間の計画）を策定し、性別の壁を越えて自分らし

く生きることができる社会を目指した取組を進めていますが、固定的性別役割分

担意識や性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）など、ジェ

ンダー平等の実現に向けた課題は依然として多い状況となっています。 

性別に起因した様々な格差は、人権上の様々な課題をより複雑化する原因にな
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っていたり、又はその課題の背景となっている場合も少なくありません。人権尊

重に関する取組の推進に当たっては、様々な課題とジェンダー平等との関係性を

十分に認識し、格差解消に向けた意識啓発や支援の充実などの取組を推進するこ

とが必要です。 
※1 令和 7（2025）年 6 月に発表された「Global Gender Gap Report 2025」によると、日本 

のジェンダー・ギャップ指数の総合順位は 148 か国中 118 位となっている。 

※2 本市が令和 5（2023）年度に行った「ジェンダー平等に関する市民意識調査」では、家庭

生活や政治など含め「全体として」女性と男性の地位が平等になっていると回答した割合は

17.4％と低く、男性の方が優遇されていると回答した割合は 65.5％であった。 

 

（参考:ジェンダー平等に関する市民意識調査（令和 5（2023）年 7 月国立市）より） 
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28.6%
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28.0%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体として

法律や制度

政治

社会通念・習慣・しきたりなど

職場

自治会やNPOなどの地域活動の場

学校教育

家庭生活

女性と男性の地位の平等感

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答

（n=960）
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〇主な取組 

ア．ジェンダー平等推進計画の着実な実行 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 「国立市第 6 次ジェンダー平等推進計画」に基づく取組を着実

に実行します。 

取り組む上で

の留意点 

同計画に記載のとおり。 

 

具体的な方策 同計画に記載のとおり。 

 

イ．ジェンダー平等の推進に向けた啓発活動や学習活動の実施 

主な担当部局:市⾧室、公民館 

取組内容 家庭や職場、学校など様々な場面におけるジェンダー平等を推進

するため、講演会や講座などの啓発活動や学習活動を実施しま

す。 

取り組む上で

の留意点 

・関係機関・団体等と連携し、あらゆる人に対する効果的な取組

となるよう工夫することが重要であること。 

具体的な方策 ・ジェンダーや性差別などの課題を取り上げた講座等を実施し

ます。 

・例えば「くにたちジェンダー平等月間」などの機会を通じて、

ジェンダー平等の課題を取り上げた講演会等を実施します。 
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くにたち男女平等参画ステーション 

「パラソル」 
  

市では、性別にかかわらず全ての人が自分らしく地域で暮らすことができる社会

を築くため、平成 30（2018）年に「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推

進する条例」を制定しました。 

 パラソルは、この条例が目指す「一人ひとりが性別に関わらず自分らしくあるため

の社会づくり」の拠点として、平成 30（2018）年 5 月に開設しました。 
 

 愛称「パラソル」について 
市民による投票で愛称とロゴマークが決定しました。 

「パラソル」には、強い日差しから人々を守り、みんなが集まって休憩したり、

リラックスしたり、会話をしたりでき、様々な色、形、素材があるように、多様性

を大切にする「パラソル」のような存在になりたいという想いが込められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 パラソルでは、弁護士や専門家、相談員による相談を行っているほか、ジェンダー

平等、DV 防止/予防の啓発、性の多様性などについての展示や講座を行っています。

また、情報誌「パラソル」の発行や動画配信なども行っています。 
 

 

 

 

 

 

住所:東京都国立市北 1-14-1「国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ」内 

電話:042-501-6990  

年末年始・水曜日休館【平日(水以外)】10 時～19 時、【土日祝】9 時～17 時 

 コラム 
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５ 平和施策 
基本条例の前文において、以下のように示しています。 

国立市が本条例において掲げる平和とは、単に戦争や紛争がないだけでなく、貧

困、飢餓、抑圧、搾取等の社会構造的な困難がなく、かつ、人々の間に不当な差

別や暴力を始めとする人権侵害を容認しない意識と、他者への共感、相互の協

力、対話といった行動が存在している状態を意味する。このような平和は、多様

性を有する個々の人権を尊重することによってこそ、実現することができる。 

 

人権が尊重される日々の連続こそが日常の平和であり、平和を特別なものとして

捉えるのではなく日々の日常の中で当たり前に感じるものとして（日常の平和を市

民文化として）地域社会に根付かせるための取組が重要となっています。 

 

また、戦後 80 年が経過し、戦争を体験された世代の方が年々減少するなか、世

界では依然として国家間の戦争や民族等の対立による紛争等が絶えず、国内外で日

常の平和が危惧される状況にあります。 

 過去の歴史からは、戦争が起きると、人命・生活・経済等あらゆる面で被害が生

じることに加え、戦争は時として正常な意思や判断を奪い通常では想像し得ないよ

うな行動をとってしまうことがあること、戦時下では人々のあらゆる権利が抑圧・

搾取されたり尊厳が踏みにじられたりすることなど戦争行為は著しく人権を侵害す

るものだということを私たちは学んでいます。 

 二度と戦争を起こしてはいけないという意識の下、取組を推進します。 

  

（１）平和意識の醸成のための様々な取組 
①「くにたち平和の日」等での啓発活動 

〇現状と課題 

  市では、基本条例において、「国立市平和都市宣言」の公示日である 6 月 21 日

を「くにたち平和の日」、6 月 21 日からの 1 週間を「くにたち平和推進週間」と

定めています。これらの日を中心に、毎年、平和に関する様々な啓発事業を実施

していますが、市民意識調査では、平和の日などに関する市民の認知度が低い状

況であることが判明しており、一層の取組が課題となっています。 

  子どもたちや若い世代の人にも興味を持って参加していただけるような工夫を
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行い、幅広い世代の方が参加することで地域全体で日常に平和文化を根付かせる

ことができるよう取組を推進します。 

 

（参考:市民意識調査より） 

 
 

〇主な取組 

ア．「くにたち平和の日」等での啓発活動の実施 

主な担当部局:市⾧室、公民館 

取組内容 6 月 21 日の「くにたち平和の日」をはじめ、様々な機会を捉え

て平和意識の醸成のための啓発活動を行います。 

取り組む上で

の留意点 

・若い世代の市民が参加しやすい取組を積極的に行うなど、次世

代を担う若い人たちが平和について考える機会を充実させる

こと。 

・啓発事業のテーマについて、幅広い観点や手法を活用し取り組

むこと。 

具体的な方策 ・毎年の「くにたち平和の日」及び「くにたち平和推進週間」に

おいて、様々なテーマや対象者を想定し、市民とともに平和に

ついて考える催しを実施します。 

・「アンネのバラ」にちなんだ催しや「ふつうの日になったのか

原爆の日展」、公民館の主催講座などを通じて、市民とともに

平和について考える機会を充実します。 

6.1%

7.5%

18.3%

6.2%

10.3%

8.2%

10.9%

14.0%

10.9%

0% 5% 10% 15% 20%

くにたち平和推進週間

くにたち平和の日

国立市平和都市宣言

平和に関する認知度（「知っている」）

12～14歳(n=129) 15～17歳(n=97) 18歳以上(n=883)
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②戦争・原爆体験者の体験と平和への思いの伝承 

〇現状と課題 

  本市においては、平成 27（2015）年より、本市在住で広島原爆・⾧崎原爆の

体験者の体験と平和への思いを次世代に語り継ぐ伝承者の養成に取り組むととも

に、平成 29（2017）年からは、本市在住で東京大空襲を体験された方の体験と

平和への思いを次世代に語り継ぐ伝承者を育成し、市内外で伝承活動を行ってい

ます。 

  戦争を体験された世代の方々が年々減少する中、また、国内外において日常の

平和が危惧される状況である中、より一層伝承活動の重要性が高まっているとと

もに、今後の継続的な取組が課題となっています。 

 

～伝承活動の意義～ 

 

 当時の直接的な戦争・原爆体験をしていない伝承者が、体験者の体験と平和への

思いを次世代に語り継ぐ行為は、文献や歴史書等で示される客観的事実や数値には

表れない、まさにその時、その人やその人を囲む多様な一人ひとりが（人格を持つ

一人ひとりが）そこに生きて生活していたこと、戦争や原爆によってその生活が破

壊されたこと、二度と同じ過ちを繰り返してはいけないということを、一人の体験

者の思いとそれを伝承する伝承者の思いを人から人へ伝承していく中で伝えること

に本質的な意義があります。 
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（実績を基に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇主な取組 

ア．伝承活動の推進 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 市が育成した「くにたち原爆・東京大空襲伝承者」による伝承活

動（定期的に公共施設内で実施する「定期講話」、市内外問わず

団体等で実施する「派遣講話」、市内の学校で行う「学校講話」）

を行います。 

取り組む上で

の留意点 

・伝承活動の本質を見失うことなく活動を継続すること。 

 

具体的な方策 ・年間を通して市内各所で定期講話を行います。 

・市内外への派遣講話を通じて、体験者の体験と平和への思いを

広く伝えます。 

・子どもたちに平和の尊さを伝える学校講話を市内の全公立小

中学校で実施します。また、市内の私立学校や都立学校にも積

極的に働きかけ学校講話を行います。 
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令和2(2020)年度 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 令和6(2024)年度

くにたち原爆・東京大空襲伝承者による講話実績

（直近5年間の推移）

定期講話 派遣講話 学校講話

※「派遣講話」については、厚生労働省が行う「被爆体験伝承者等派遣事業」 

に令和 5(2023)年度から含まれる形となっており、都内に限らず全国各地 

からの依頼を受け講話を行っている。 

単位（回） 
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イ．戦争・原爆体験者の体験の記録（デジタルアーカイブ化）とその活用 

主な担当部局:市⾧室、公民館 

取組内容 戦争・原爆を体験された市民の体験や思いをデジタルアーカイブ

化するとともに、その効果的な活用を図ります。 

取り組む上で

の留意点 

・体験者の思いに寄り添った取組が重要であること。 

 

具体的な方策 ・ 体験談をデジタルアーカイブ化する取組を進めるとともに、

市のホームページや公式 SNS 等を活用し、アーカイブ化した

情報を積極的に公開して広く市民等への視聴を促します。 

・平和に関する講座等において、戦争・原爆体験者の体験や手記、

記録等を通じて学ぶ機会を検討します。 

 

③様々な団体等との平和交流 

〇現状と課題 
 本市では、「青少年の育成に役立ててほしい」という市民の寄付により設立した

「国立市青少年育英基金」を活用し、平成 26（2014）年及び平成 27（2015）年

は広島市へ、平成 28（2016）年以降は⾧崎市へ市内の子どもたちを派遣して原爆

資料館等の見学や歴史・風土等の学習、現地青少年との交流により相互理解を深め

平和の尊さと歴史を学ぶ「子ども⾧崎派遣平和事業」に取り組んでいます。引き続

き、次世代を担う子どもたちの平和学習を推進します。 

また、市内学校や教育部局との連携の上、くにたち原爆・東京大空襲体験伝承者

による学校での伝承活動（学校講話）を推進します。 

さらに、市は平成 22（2010）年に「平和首⾧会議」※1 に加盟して以降、積極的

に同組織との関係性構築に努め、市の平和施策に関するＰＲや自治体間で連携した

取組の重要性について発信してきました※2。令和 5（2023）年度には、多摩地域の

全 26 市が加盟する「平和首⾧会議東京都多摩地域平和ネットワーク」を発足させ

るとともに、平和首⾧会議の掲げる「平和文化の振興」（市民一人一人が日常生活の

中で平和について考え行動するという、より根源的な「平和文化」を市民に根付か

せ、平和意識を醸成すること）の推進に向けた取組を行っています。 

引き続き、様々な団体等との平和交流を行い、平和施策を効果的に推進する必要

があります。 
 ※1 世界 166 か国・地域 8,500 以上の都市が加盟する国際組織。広島市が会⾧市、⾧崎市が副会⾧
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市（他 8 都市）となっている（令和 8（2026）年 3 月 1 日時点）。 

 ※2 令和元（2019）年の「第９回国内加盟都市会議総会」を国立市において開催したほか、令和 4

（2022）年 10 月に広島市で開催された平和首⾧会議総会及び令和 7（2025）年８月に⾧崎市で

開催された同総会において多摩地域における取組や国立市の平和施策に関する取組発表を行った。 

 

〇主な取組 

ア．子どもたちの平和意識の醸成 

主な担当部局:児童青少年課 

取組内容 次世代を担う子どもたちの平和意識の醸成に取り組みます。 

取り組む上で

の留意点 

・訪問地の歴史、風土、文化、環境に接し、かつ、派遣先の青少

年との交流を通し、平和、人権等の相互理解を深めること。 

・戦争や平和について、子ども自身がそれぞれの感性で感じられ

る学びの場を提供すること。 

具体的な方策 ・市内の子どもたちを⾧崎市に派遣する取組を実施し、様々な施

設見学や現地青少年との交流を通した平和意識の醸成に取り

組みます。 

 

イ．自治体間での広域連携 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 平和首⾧会議、及び平和首⾧会議東京都多摩地域平和ネットワー

クの取組に積極的に関わり、自治体間の連携による一層の平和文

化の振興を図ります。 

取り組む上で

の留意点 

・各自治体の強みや特徴を生かした効果的な取組を行うこと。 

・特定の自治体のみの負担とならないよう、自治体間での連携・

協力を進めること。 

具体的な方策 ・多摩地域平和ネットワークのより一層の連携を積極的にリー

ドするとともに、次世代を担う若者等と一緒に国内外に向け広

く平和文化の振興を図ります。 
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平和を伝える２つの樹木 

 
 ■アンネのバラ 

  平成 12（2000）年に「国立市平和都市宣言」の記念植樹として、ホロコースト

記念館（広島県福山市）から 3 本の苗木をいただき、市の郷土文化館に植栽しま

した。 

  その後、市内の市民団体からいただいた苗を市役所 

ほか市内の公立小中学校、公民館等に植栽しましたが、 

アンネのバラを見て楽しむ市民から、「自分の手でアン 

ネのバラを育てたい」という声が増えたことを踏まえ、 

また、平和の象徴と言われるアンネのバラを通して平 

和について考える機会を持っていただくため、平成 27 

（2015）年から、毎年秋冬に剪定などの市民向け講習 

会を実施しています。 

 

 ■被爆アオギリ二世 

  昭和 20（1945）年 8 月 6 日、広島で、爆心地から約 1.3km で被爆したアオギ

リは、爆心地側の幹半分が熱線と爆風により焼けてえ 

ぐられたものの、樹皮が傷跡を包むようにして成⾧を 

続け、翌年の春、焦土の中で青々と芽を吹きました。 

  その後、被爆アオギリは平和記念公園に移植され、 

実らせた種を発芽させて「被爆アオギリ二世」として 

大切に育てられています。市では、この被爆アオギリ 

二世を介して市民が世界恒久平和を祈り平和への思い 

を共有できるようにすることを目的に、平成 29（2017） 

年、市政施行 50 周年を記念して市役所西側広場に植 

樹しました。 
 

 

 

 

 

平和祈念の像とアンネのバラ 

（市役所西側広場） 

夏の被爆アオギリ二世 

（市役所西側広場） 

 コラム 
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平和首⾧会議と多摩地域平和ネットワーク 
 

 国立市は、平成 12（2000）年 6 月、新しい世紀を迎えるにあたり平和への強い意

志を広く世界に向けて発信するため「国立市平和都市宣言」を制定し、この制定から

10 周年を迎えた平成 22（2010）年、平和首⾧会議※に加盟しました。 

 その後、令和元（2019）年の第 9 回国内加盟都市会議総会を国立市で開催したほ

か、令和 4（2022）年 10 月（広島市）及び令和 7（2025）年 8 月（⾧崎市）に開

催された平和首⾧会議総会において、多摩地域における取組や国立市の人権・平和施

策の取組発表を行っています。 

 令和 5（2023）年に松井一實広島市⾧より、東京都多摩地域における一層の平和

文化の振興について国立市に対し協力の要請があったことから、国立市が他の 25 市

に呼びかける形で多摩地域全 26 市が加盟する「平和首⾧会議東京都多摩地域平和ネ

ットワーク」が発足しました。発足以降、その会⾧市を国立市が担っており、他市と

連携した取組を推進しています。令和 7（2025）年度には、戦後 80 年事業として多

摩地域各市から選出された平和ユース（高校生・大学生）26 人が広島への訪問や都

内における様々な施設見学等によって学びを深めました。その成果を、令和 8（2026）

年 2 月に多摩市で開催した「平和サミット」において多摩地域各市⾧の前で発表す

るとともに、市⾧と直接意見交換を行うなど、平和へのメッセージを発信しました。 
 ※昭和 57（1982）年に広島・⾧崎両市が世界の都市に国境を越えて連帯し共に核兵器廃絶への道を

開いていこうと呼びかけ、世界平和連帯都市市⾧会議（現・平和首⾧会議）を設立。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 コラム 

平和首⾧会議東京都多摩地域平和ネットワーク 
平和宣言 

 
私たち平和首⾧会議東京都多摩地域平和ネットワークは、 

平和首⾧会議の「持続可能な世界に向けた平和的な変革のた 
めのビジョン」の中で掲げている「平和文化の振興」に向け 
て東京都多摩地域共同で取り組むことを宣言します。 

 
一、市民一人一人が平和を願い、日常生活の中で自分ができることを考え行動する

「平和文化」を東京都多摩地域に根付かせ、市民社会における平和意識を醸成
していきます。 

 
一、戦禍や被爆の実相を共有・継承し、「平和文化」の担い手を育成していきます。 

 
一、世界中に平和文化を根付かせ、世界恒久平和を実現するために、東京都多摩地

域の自治体が連携して「平和文化の振興」に取り組み、その取り組みを国内外
へ発信していきます。 

 
2024 年 1 月 25 日 
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６ 組織内の推進体制 
（１）庁内連携体制の構築 

〇現状と課題 

人権施策については、平成 26（2014）年度に市⾧室を設置し、人権・平和・

男女平等参画施策を一体の組織として位置付けています。また、令和 3（2021）

年度からは人権・平和担当部⾧を新たに配置し、他の自治体と比較しても先駆的

に人権・平和のまちづくりに係る取組を市民や様々な当事者とともに推進してき

ました。 

  また、ジェンダー平等施策に関する組織内の推進体制を構築しており（部⾧級

職員による推進本部、課⾧級職員による推進員会議）、定期的に課題検討、情報交

換、研修等を行っています。 

人権・平和のまちづくりを一層進めるためには、必要に応じて効果的な庁内の

連携体制を構築し、市⾧のリーダーシップの下で本推進計画を全部署一丸となっ

て推進することが重要です。また、市の人権擁護委員と連携した取組が今後も重

要となっています。 

  

〇主な取組 

ア．組織内における効果的な推進体制の構築 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 全部署が一丸となって人権・平和のまちづくりを総合的に推進す

るための効果的な推進体制を構築します。 

取り組む上で

の留意点 

・職員一人ひとりが、人権・平和のまちづくりに積極的に関与す

る姿勢が大切であること。 

具体的な方策 ・人権・平和担当部⾧を中心として施策を推進するとともに、組

織内連携の状況や課題等を踏まえ、より効果的な推進体制につ

いて検討を進めます。 
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イ．人権擁護委員との連携 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 人権擁護委員と定期的に情報・意見交換を行い、人権に関する

様々な取組がより効果的になるよう連携して取り組みます。 

取り組む上で

の留意点 

・人権擁護委員や法務局のネットワークを通じて、他自治体にお

ける状況や取組などを参考としながら取り組むことが重要で

あること。 

具体的な方策 ・法務局が行う会議や啓発活動に積極的に市としても参加し、人

権擁護委員との連携を深めるとともに、人権擁護委員との情報

共有・意見交換を定期的に複数回行う。 

 

（２）職員の人権意識向上のための取組 
〇現状と課題 

  人権・平和のまちづくりの推進のためには、市職員が高い人権意識の下で日々

の業務に従事し、人権・平和のまちづくりに自ら参画することが重要です。現在

市においては、職員を対象とした様々な内部研修がありますが、人権意識の向上

のための研修を複数実施しており、正規職員のみならず、会計年度任用職員や再

任用職員を含む全ての職員を対象としたものも複数実施しています。 

  一方、令和６（2024）年度に全職員を対象として実施した人権・平和のまちづ

くりに関する調査では、様々な分野の人権課題に関して「知らない」と回答する

職員の割合も多かったほか、市が様々に行っている各種人権啓発事業や相談窓口

について、必ずしも職員の認知度が高くない状況であることがわかっています。 

  職員一人ひとりの人権意識が向上したり、知識が深まったりすることは、市民

との関りにおいて大変重要なことであると同時に、職場全体として人権を尊重す

る環境構築に繋がり、職員の多様な働き方の推進や各種ハラスメントの防止・早

期対応等にもつながることであることから、一層取組を充実していくことが重要

となっています。 
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〇主な取組 

ア．人権意識向上のための職員研修や啓発活動の実施 

主な担当部局:市⾧室、職員課 

取組内容 職員を対象とした人権に関する研修や啓発を実施します。 

取り組む上で

の留意点 

・意識の向上のみならず、日頃の業務において必要に応じて施策

を見直したり新たな取組を進めたりするなど、職員それぞれが

人権意識を具体的な業務につなげることを目的とすること。 

・研修に参加しやすい職場環境を構築すること。 

・人権課題の当事者からお話を聞いたり、実際にフィールドワー

クを行ったりすることで理解を深める工夫を行うことが重要

であること。 

具体的な方策 ・新入職員を対象とした人権・平和のまちづくり研修等を行いま

す。 

・東京都市町村職員研修所が実施する人権に関する研修に職員

を派遣します。 

・職員の啓発事業への積極的な参加を促すとともに、啓発に資す

る情報等を職員向けに積極的に周知します。 

 

イ．職員を対象とした人権に関する知識や意識等に関する調査 

主な担当部局:市⾧室 

取組内容 全職員（再任用職員、会計年度任用職員を含む）を対象として、

人権に関する知識や意識等に関する調査を行います。 

取り組む上で

の留意点 

・より多くの職員が回答できるよう調査の工夫が必要であるこ

と。 

・調査を通じた職員に対する啓発となるよう、調査の在り方を工

夫することが重要であること。 

具体的な方策 ・全職員を対象として、人権・平和のまちづくりに関する意識や

実態等を調査します。 

 

 

 

 



 

55 

第４章 進捗管理                 

１ 推進計画の進捗把握及び評価方法 
（１）中間評価 

  人権・平和担当部⾧を中心とした組織体制において、令和 10（2028）年度に本推

進計画第３章の各項目で示した具体的な方策の進捗状況を把握するとともに評価を

行い、適切な計画遂行を図ります。 

  また、市の全職員を対象として毎年実施する人権・平和のまちづくりに関する意識

や実態等の調査の結果を踏まえた進捗状況の把握及び評価を行います。 

 

（２）最終評価 

  本推進計画の終期（令和 12（2030）年度）において、市民を対象とした人権・平

和のまちづくりに関する意識調査を実施するとともに、人権・平和担当部⾧を中心と

した組織体制で中間評価以降の進捗状況（職員を対象とした調査の結果も含む）を把

握し、評価を行います。 

なお、次期推進計画の検討に当たっては、審議会への諮問を行った上で、最終評価

や市民意識調査の結果等を踏まえて審議を行います。 

 
令和 8 

(2026)年度 
令和 9 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 
令和 12 

(2030)年度 
令和 13 

(2031)年度 
令和 14 

(2032)年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

※調査や評価の時期は進捗状況等に応じて前後する可能性がある。 

 

人権・平和の「基本方針」 

人権・平和の「推進計画」 

次期「基本方針」 

次期 

市民意 
識調査 

中間 
評価 

審議会 
(次期推進計画に関する審議) 

最終 
評価 

令和 6(2024)年度～ 

職員調査（毎年度） 

答申を踏まえた検討 

評価を踏ま 

えた審議 



 

56 

（中間及び最終評価時の主な定量的指標） 

指標 現在値 
（令和 6(2024)年度） 

目標値 
（令和 10(2028)年度） 

目標値 
（令和 12(2030)年度） 

市が人権を尊重したまちづくりを

行っていると思う市民の割合 
（国立市市民意識調査） 

34.1％ 38.0％ 40.0％ 

様々な人権課題について「知って

いる」と回答した市職員の割合 
（人権・平和のまちづくりに関する職

員調査） 

77.4％ 81.0％ 83.0% 

市が平和を大切にしているまちだ

と思う市民の割合 
（国立市市民意識調査） 

50.5％ 54.0％ 56.0％ 

市の平和事業の参加者のうち、「当

該事業が平和を考える機会となっ

た」と回答した割合 
（事業アンケート） 

93.5％ 95.0％ 95.0％ 

 

 

２ 公表と見直し 
 本推進計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく市民に向けて公表します。 

また、本推進計画は令和 8（2026）年度から令和 13（2031）年度までの 6 年間に

おける計画ですが、市内における人権課題の状況や国の法整備の状況、国際的な動向等

を踏まえ、本推進計画に盛り込むべき事項や変更すべき事項が生じた場合は、基本条例

第 10 条第 2 項に従い、国立市人権・平和のまちづくり審議会の意見を聴くとともに、

市民及び事業者等の意見を反映するために必要な措置を講じた上で適宜見直しを行い

ます。 

 



参 考 資 料 

〇 諮問書 

〇 国立市人権・平和のまちづくり審議会 委員名簿 

〇 国立市人権・平和のまちづくり審議会 開催経過 

〇 国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例 
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国 政 市 発 第 ５ ７ 号 
令和５年１０月２４日 

国立市人権・平和のまちづくり審議会 
会 長 様 

国立市長 永 見 理 夫 

諮 問 書 

 市が、国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例（以下「基

本条例」という。）第１０条に基づく人権・平和のまちづくりを総合的に推進する

ための計画（推進計画）を策定するに当たり、基本条例第１６条に基づき貴審議会

のご意見を伺いたく、諮問いたします。 

記 

１．諮問事項 

人権・平和のまちづくりを総合的に推進するための推進計画について 

２．諮問理由 

市では、基本条例に基づき、ソーシャル・インクルージョンの理念の下、人権

を尊重し多様性を認め合う平和なまちの実現を目指しています。 

人権・平和のまちづくりを総合的に推進するため、市は今後推進計画を策定す

ることとしており、その内容等について貴審議会のご意見を伺うものです。 

以 上 

写 
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国立市人権・平和のまちづくり審議会委員名簿 

〔任期：令和 5(2023)年 10 月 1 日～令和 7(2025)年 9 月 30 日〕 

氏 名 区分 所 属 等 

１ 大島 克己 市民 公募市民 

２ 押田 五郎 市民 公募市民 

３ 神田 知宏 
学識 

経験者 
内幸町国際総合法律事務所弁護士 

４ 小島 正次 
団体 

代表者等 
部落解放同盟国立支部書記長 

５ 炭谷 茂 
学識 

経験者 
社会福祉法人恩賜財団済生会理事長 

６ 只野 雅人 
学識 

経験者 
一橋大学大学院法学研究科教授 
※令和 5（2023）年 10 月 24 日より委嘱

７ 韓 東賢 
学識 

経験者 
日本映画大学教授 

８ 古川 健太郎 
学識 

経験者 
八王子ひまわり法律事務所弁護士 

９ 三井 絹子 
団体 

代表者等 
国立市しょうがいしゃ団体等協議会代表 

10 呂 成姫 
団体 

代表者等 
全国オモニ会連絡会事務局長 

（50 音順、敬称略） 
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審議会（第三期）の開催経過 

 

審議会 開催日 主な内容 

第 24 回 令和 6（2024）年 10 月 24 日（木） 諮問／今後の審議の流れについて 

第 25 回 令和 6（2024）年 4月 18 日（木） 

今後の審議の流れについて／推進計画

の骨子案について／市民意識調査の実

施に向けた検討 

第 26 回 令和 6（2024）年 6月 27 日（木） 
市民意識調査の項目案について／市の

平和施策について 

第 27 回 令和 6（2024）年 8月 8日（木） 市民意識調査の項目案について 

第 28 回 令和 6（2024）年 10 月 24 日（木） 
今後の審議の流れについて／推進計画

の骨子案について 

第 29 回 令和 7（2025）年 1月 28 日（火） 市民意識調査の結果について 

第 30 回 令和 7（2025）年 3月 27 日（木） 
市民意識調査の結果分析について／推

進計画について 

第 31 回 令和 7（2025）年 5月 28 日（木） 答申（案）について 

第 32 回 令和 7（2025）年 7月 24 日（木） 答申（案）について 

第 33 回 令和 7（2025）年 8月 21 日（木） 
答申（案）について 

答申 
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国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例 

  

国立市は、「人間を大切にする」をまちづくりの基本理念として掲げ、平成

１２年６月に「国立市平和都市宣言」を行い、全ての施策の根幹に人権と平和

の尊重を掲げるとともに、全ての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一

員として包み支え合うこと（以下「ソーシャル・インクルージョン」という。）

を基本としたまちづくりを推進してきた。 

国においては、日本国憲法に掲げる基本的人権の尊重と恒久平和の理念の

下、人権や平和に関する法制度の整備等の様々な取組が行われてきた。近年

では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律及び部落差別

の解消の推進に関する法律が制定され、地方自治体においても、地域の実情

に応じた差別解消を推進するための更なる取組が求められている。 

 人権とは、全ての人が生まれながらにして持つ固有の権利であり、誰もが

自分らしく生きる権利を保障されている。人は誰もが一人一人異なる存在で

あることから、ソーシャル・インクルージョンの理念の下、互いの多様性を認

め合うことにより、個人の人権を尊重していかなければならない。そのよう

な日常における相互理解と協力の中に、日々の平和な暮らしが生まれる。 

 国立市が本条例において掲げる平和とは、単に戦争や紛争がないだけでな

く、貧困、飢餓、抑圧、搾取等の社会構造的な困難がなく、かつ、人々の間に

不当な差別や暴力を始めとする人権侵害を容認しない意識と、他者への共感、

相互の協力、対話といった行動が存在している状態を意味する。このような

平和は、多様性を有する個々の人権を尊重することによってこそ、実現する

ことができる。 

 しかし、今もなお、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、

性自認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等を理由

とした不当な差別や暴力等の人権侵害が存在し、日常の暮らしの脅威となっ

ている。また、一人一人の多様性に対する無理解と無関心に起因して、争いや

衝突が生じている。そして、この人権侵害や争い等については、誰もが、無意

識的に又は間接的に当事者となる可能性を持つ。 

 そこで、国立市、そして国立市に暮らす私たちは、「人権侵害を許さない」

という強い意志とソーシャル・インクルージョンの理念の下、一人一人が当
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事者として、自ら考え主体的に行動し、互いの多様性を認め合い人権を尊重

することによって平和なまちを実現すること（以下「人権・平和のまちづく

り」という。）を目指して、たゆまぬ努力を続けることを決意し、この条例を

制定する。 

（目 的） 

第 １ 条 この条例は、ソーシャル・インクルージョンの理念の下、人権・

平和のまちづくりに関する基本的な原則を定め、市長の使命並びに市、市

民及び事業者等の責務を明らかにし、人権及び平和に係る施策の基本的事

項を定めることにより、人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちを実現

することを目的とする。 

（基本原則） 

第 ２ 条 全ての人は、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指

向、性自認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等

にかかわらず、一人一人がかけがえのない存在であると認められ、個人と

して尊重されなければならない。 

（不当な差別及び暴力の禁止） 

第 ３ 条 何人も、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性

自認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等を理由

とした差別（以下「不当な差別」という。）を行ってはならない。 

２ 何人も、いかなる暴力（身体に対する不法な攻撃及びこれに準ずる心身

に有害な影響を及ぼす言動をいう。）も行ってはならない。 

（市長の使命） 

第 ４ 条 市長は、第２条に規定する基本原則（以下単に「基本原則」とい

う。）に基づき、市の施策を決定する際には、ソーシャル・インクルージョ

ンの理念の下、人権・平和のまちづくりを推進するものであることを基礎

として判断しなければならない。 

（市の責務） 

第 ５ 条 市は、基本原則に基づき、人権・平和のまちづくりを推進するた

め、市政のあらゆる分野において必要な取組を推進するものとする。 

２ 市は、人権・平和のまちづくりの推進に当たっては、市民、関係行政機関

及び市内で事業活動を営む事業者その他の団体（以下「事業者等」という。）

との連携を図るものとする。 
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（市民の権利） 

第 ６ 条 全ての市民は、社会的孤立や排除から援護され、地域社会の一員

として、互いに認め支え合うとともに、自分らしく生きる権利を有する。 

（市民の責務） 

第 ７ 条 市民は、基本原則に基づき、人権・平和のまちづくりの推進に関

する市の施策に協力するとともに、家庭、地域、学校、職場等社会のあらゆ

る分野における不当な差別を無くすよう努めるものとする。 

２ 市民は、地域社会の一員として、当事者意識を持ち、協力や対話等を通じ

て、人権・平和のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。 

（事業者等の責務） 

第 ８ 条 事業者等は、基本原則に基づき、人権・平和のまちづくりの推進

に関する市の施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たっては、不

当な差別の解消に努めるものとする。 

（基本方針） 

第 ９ 条 市長は、人権・平和のまちづくりの総合的な推進を図るための基

本となる方針（以下「基本方針」という。）を策定するものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 人権・平和のまちづくりの推進に係る基本理念 

(２) 人権と平和に関する意識向上のための教育及び啓発に関すること。 

(３) 人権救済及び相談支援の体制に関すること。  

(４) 人権と平和に関する分野ごとの施策に関すること。 

(５) 国内外の平和交流に関すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、人権・平和のまちづくりを推進するため

に必要な事項 

３ 市長は、基本方針の策定及び変更（軽微な変更を除く。）に当たっては、

あらかじめ第１６条に規定する国立市人権・平和のまちづくり審議会の意

見を聴くとともに、市民及び事業者等（以下「市民等」という。）の意見を

反映するために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は、基本方針を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表す

るものとする。 

（推進計画） 

第１０条 市長は、人権・平和のまちづくりを総合的に推進するための計画
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（以下「推進計画」という。）を策定するものとする。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、推進計画の策定及び変更について準用

する。 

（実態調査の実施） 

第１１条 市は、人権・平和のまちづくりの推進に関して、必要な実態調査を

行い、市の施策に反映させるものとする。 

（人権救済のための措置） 

第１２条 市は、地域の実情に応じて、国等の関係行政機関及び市民等と連

携し、不当な差別の解消を始めとする人権救済のために必要な措置を講ず

るものとする。 

２ 前項の規定による措置に関し、必要な事項については、第１６条に規定

する国立市人権・平和のまちづくり審議会において調査及び審議を行う。 

（教育及び啓発活動） 

第１３条 市は、学校教育、社会教育その他の生涯を通じたあらゆる教育の

場において、豊かな人権感覚の育成と平和意識の醸成のために必要な取組

を行うものとする。 

２ 市は、人権・平和のまちづくりの推進に関して、国内外及び地域の実情に

応じた啓発活動に努めるものとする。 

（推進体制の充実） 

第１４条 市は、市民等との連携を一層強化し、人権・平和のまちづくりの推

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制の充実に努める

ものとする。 

（くにたち平和の日及びくにたち平和推進週間） 

第１５条 くにたち平和の日は、６月２１日とする。 

２ くにたち平和推進週間は、６月２１日から６月２７日までとする。 

３ 市は、くにたち平和の日及びくにたち平和推進週間において、人権・平和

のまちづくりの推進を図るための事業を実施するものとする。 

（審議会の設置） 

第１６条 人権・平和のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、市

長の附属機関として、国立市人権・平和のまちづくり審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議
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を行い、その結果を市長に答申する。 

(１) 基本方針及び推進計画に関すること。 

(２) 不当な差別の解消を始めとする人権救済のために必要な措置に関す

ること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、人権・平和のまちづくりの推進に関し市

長が必要と認める事項 

３ 委員会は、市長が委嘱する１０人以内の委員をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける後任の委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（委 任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 
    

付 則 
 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和４９

 年１１月国立市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第７４号を第７５号とし、第２６号から第７３号までを１号ず

つ繰り下げ、第２５号の次に次の１号を加える。  

(26) 人権・平和のまちづくり審議会委員 

第４条中「第２条第１５号から第７１号まで」を「第２条第１５号から第

７２号まで」に改める。  

第５条第１項中「第２条第７２号から第７４号まで」を「第２条第７３号

から第７５号まで」に改める。  

別表第２中  

 「  

 

                                」  

「 

オンブズマン制度審議会委員  〃   ９，１００円 を 
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                                  」  

改める。  

オンブズマン制度審議会委員  〃   ９，１００円  

人権・平和のまちづくり審議会委員  〃   ９，１００円  
に 
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